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第１章 プランの趣旨と背景 

１ 趣旨と目的 

少子高齢化や本格的な人口減少の進行に伴う社会経済の低迷など、私たちを取り巻く社会環境

は大きく変化しています。このような社会の大きな変化に柔軟に対応していくためには、すべて

の人の人権を尊重しつつ、責任を分かち合い、性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮する

ことができるような多様性を認め合う社会の実現が求められます。 

国においては、男女共同参画社会の実現に向け、１９９９年（平成１１年）６月に「男女共同参

画社会基本法」を制定し、２０００年（平成１２年）１２月には「男女共同参画基本計画」を策定

しました。その後、５年ごとに計画の見直しが図られ、現在は２０２０年（令和２年）１２月に策

定された「第５次男女共同参画基本計画」に基づき、男女共同参画社会の実現に向けて様々な施策

が進められています。 

こうした中、女性の就業率については、いわゆるＭ字カーブがほぼ解消し、男性の育児休業の取

得率が向上したほか、女性に対する暴力についても、各種の支援体制が拡充されるなど、進展があ

った一方、固定的な性別役割分担意識が社会の様々な場面にいまもなお残っています。また、政

策・方針決定過程への参画、職場における能力発揮、男女共同参画の視点に立った防災対策やジェ

ンダーに基づくあらゆる暴力に関する問題等、男女共同参画に関する様々な課題が、今後も解決

が求められています。 

 

蓮田市では、１９９７年（平成９年）策定の「はすだ男女共生プラン」から、第２次となる２０

０６年（平成１８年）策定の「はすだ男女共生プラン２０１５」、第３次となる２０１６年（平成

２８年）策定の「はすだ男女共生プラン２０２５」を経て、長年に及び 男女共同参画の推進に取

り組んできました。２０２５年度（令和７年度）を目標年度とする「はすだ男女共生プラン２０２

５」の期間満了にあたり、これまでの取組を引き継ぎ発展させる新たな計画として、男女がそれぞ

れの個性と能力を認め合い尊重し合う、男女共同参画社会の実現に向けて、第４次となる「はすだ

男女共生プラン２０３５」（以下、「本プラン」という。）を策定しました。 
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２ プランの位置づけ 

（１）本プランは、「男女共同参画社会基本法」第１４条第３項に基づく「市町村男女共同参画基

本計画」であり、本市が男女共同参画社会の実現に向けた施策を総合的、計画的に進めてい

くために、施策の方向性を具体的に示す基本計画です。 

（２）本プランでは、以下の３計画を包含して策定します。 

１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）第６条第２項に基

づく「市町村推進計画」 

２．「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（ＤＶ防止法）第２条の３第

３項に基づく「市町村基本計画」 

３．「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（女性支援新法）第８条第３項に基づく

「市町村基本計画」 

（３）本プランは、「男女共同参画社会基本法」の理念に基づき、国の「第５次男女共同参画基本

計画」及び「埼玉県男女共同参画基本計画」を踏まえるとともに、市の上位計画である「蓮

田市総合振興計画」や関連する個別計画との整合性を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ プランの期間 

本プランの期間は、２０２６年度（令和８年度）から２０３５年度（令和１７年度）の１０か年

とします。 

※計画期間中の社会情勢の変化に対応するため、適宜見直しを図るものとします。 

  

「はすだ男女共生プラン2035」(第４次)

【埼玉県】

男女共同参画基本計画 【市 関連計画】
教育・福祉・防災・健康 など

【蓮田市】

蓮田市総合振興計画

【国】

第５次男女共同参画
基本計画

男女共同参画社会基本法
女性活躍推進法
ＤＶ防止法
女性支援新法

蓮田市女性活躍推進計画
蓮田市ＤＶ防止基本計画
蓮田市困難女性支援基本計画
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４ 本プランとＳＤＧｓについて 
ＳＤＧｓ（エスディージーズ：持続可能な開発目標）は、２０１５年（平成２７年）９月の国連

サミットで採択された、持続可能でより良い社会の実現を目指す国際目標です。ＳＤＧｓでは、

「誰一人として取り残さない」社会の実現をめざし、「貧困をなくそう」「飢餓をゼロに」「すべて

の人に健康と福祉を」「質の高い教育をみんなに」など、１７のゴール（目標）とそれを達成する

ための１６９のターゲットが設定されています。この中の一つである「目標５ ジェンダー平等を

実現しよう」は、すべてのＳＤＧｓを達成するために不可欠な視点であるとされています。 

国では、２０１６年（平成２８年）に、内閣に「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部」を

設置し、実施指針として、地方自治体の計画等にＳＤＧｓの要素を最大限反映することを奨励し

ています。 

本プランにおいては、本市における男女共同参画を取り巻く現状や課題を踏まえるとともに、

ＳＤＧｓの視点を取り入れながら、男女共同参画社会の実現に関する施策を総合的かつ計画的に

進めます。 
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５ プランの策定の社会的背景 

 

年号 世界の動き 日本の動き 埼玉県の動き 

１９７５ 

（昭 ５０） 

・国際婦人年世界会議（メキ

シコシティ） 

「世界行動計画」採択 

・国連第３０回総会 

１９７６年から１９８５

年までを「国連婦人の十

年」と宣言し、目標を平

等、発展、平和と定めた 

・婦人問題企画推進本部設

置 

 

１９７６ 

（昭５１） 

 ・「民法」改正 

離婚後婚氏制度の新設 

・生活福祉部婦人児童課に婦

人問題担当副参事配置 

１９７７ 

（昭５２） 

 ・「国内行動計画」策定 

・「国内行動計画前期重点目

標」策定 

・企画財政部に婦人問題企画

室長設置 

１９７９ 

（昭５４） 

・国連第３４回総会 

「女子差別撤廃条約」採択 

 ・県民部に婦人問題企画室長

設置 

１９８０ 

（昭５５） 

・「国連婦人の十年」中間年世

界会議（コペンハーゲン） 

「国連婦人の十年後半期行動

プログラム」採択 

・「民法」改正 

配偶者の相続分改正、寄与

分制度新設 

・「婦人の地位向上に関する

埼玉県計画」策定 

１９８１ 

（昭５６） 

 ・「国内行動計画後期重点目標」 

策定 

 

１９８４ 

（昭５９） 

・「国連婦人の十年」世界会議

のためのＥＳＣＡＰ地域政

府間準備会議（東京） 

・労働省婦人少年局を廃止

し、婦人局を設置 

・「婦人の地位向上に関する

埼玉県計画（修正版）」策

定 

１９８５ 

（昭６０） 

・「国連婦人の十年」ナイロ ビ

世 界 会 議（西暦２０００

年に向けての） 

「国連婦人人の地位向上の

ためのナイロビ将来戦略」

採択 

・「国籍法」改正 

・「男女雇用機会均等法」公布 

・「女子差別撤廃条約」批准 

 

１９８６ 

（昭６１） 

 ・婦人問題企画推進本部の

構成省庁を全省庁に拡大 

・婦人問題企画推進有識者

会議開催 

・「男女平等社会確立のため

の埼玉県計画」策定 

１９８７ 

（昭６２） 

 ・「西暦２０００年に向けての

新国内行動計画」策定 

 

１９８９ 

（昭６４ 

／平元） 

・国連第４４回総会 

「児童の権利に関する条約」

採択 

・学習指導要領の改訂 

高校の家庭科男女必修等 
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年号 世界の動き 日本の動き 埼玉県の動き 

１９９０ 

（平２） 

・国連婦人の地位委員会拡

大会期 

・国連経済社会理事会 

「婦人の地位向上のための

ナイロビ将来戦略に関する

第１回見直しと評価に伴う

勧告と結論」採択 

 ・「男女平等社会確立のため

の埼玉県計画（修正版）」

策定 

１９９１ 

（平３） 

 ・「西暦２０００年に向けての

新国内行動計画」第１次改定 

・「育児休業法」改正 

男性の育休取得促進に向け

た出生直後の柔軟な育休制

度創設など 

 

１９９２ 

（平４） 

 ・「婦人問題担当大臣」設置  

１９９３ 

（平５） 

・国連第４８回会議 

「女性に対する暴力撤廃に関

する宣言」採択 

・「パートタイム労働法」 

施行 

 

１９９４ 

（平６） 

・国際家族年 

・「開発と女性」に関する第２

回アジア・太平洋大臣会議

（ジャカルタ） 

「ジャカルタ宣言及び行動

計画」採択 

・国際人口・開発会議（カイロ） 

・「児童の権利に関する条約」

批准 

・男女共同参画室設置 

・男女共同参画審議会設置

（政令） 

・男女共同参画推進本部設置 

 

１９９５ 

（平７） 

・第４回世界女性会議（北京） 

「北京宣言及び行動綱

領」採択 

・「育児休業法」改正 

介護休業制度の法制化 

・「 ２００１彩の国男女共同参

画プログラム」策定 

１９９６ 

（平８） 

・第１５回女子差別撤廃委員

会（ニューヨーク） 

・第８３回ＩＬＯ総会（ジュ

ネーブ） 

「家内労働に関する条約」

及び｢家内労働に関する勧

告」採択 

・男女共同参画審議会 

「男女共同参画ビジョン」

答申 

・男女共同参画推進連絡会

議（えがりてネットワー

ク）発足 

・「男女共同参画２０００年プラ

ン」策定 

 

１９９７ 

（平９） 

 ・「男女共同参画審議会設

置法」施行 

・「男女雇用機会均等法」改正 

・「介護保険法」公布 

 

１９９８ 

（平１０） 

 ・男女共同参画審議会 

「男女共同参画社会基本

法について」答申 

・女性２０００年会議日本国

内委員会設置 

 

１９９９ 

（平１１） 

・ＥＳＣＡＰハイレベル政府

間会議（バンコク） 

・「改正男女雇用機会均等法」

「育児・介護休業法」全面

施行 

・「男女共同参画社会基本法」

施行 
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年号 世界の動き 日本の動き 埼玉県の動き 

２０００ 

（平１２） 

・国連特別総会「女性２００

０年会議」 

「政治宣言」及び「北京宣言及

び行動綱領実施のための

更なる行動とイニシアチ

ブ」採択 

・「男女共同参画基本計画」

策定 

・「埼玉県男女共同参画推進

条例」施行 

２００１ 

（平１３） 

 ・「男女共同参画会議」設置 

・「男女共同参画局」設置 

・「配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に関する

法律」施行 

 

２００２ 

（平１４） 

  ・「埼玉県男女共同参画推進

プラン２０１０」策定 

・埼玉県男女共同参画推進セ

ンター「Ｗｉｔｈ Ｙｏｕ

さいたま」開設 

２００３ 

（平１５） 

 ・「次世代育成支援対策推進法」

施行 

 

２００４ 

（平１６） 

 ・「配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関する

法律」改正 

・「女性チャレンジ支援事業」

実施 

２００５ 

（平１７） 

・第４９回国連婦人の地位委

員会／「北京＋１０」閣

僚級会合 

・「男女共同参画基本計画（第２

次）」策定 

 

２００６ 

(平１８） 

 ・「男女雇用機会均等法」改正 ・「配偶者等からの暴力防止

及び被害者支援基本計画」

策定 

２００７ 

（平１９） 

・第２回東アジア男女共

同参画担当大臣会合  

（ニューデリー） 

・「配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に関する

法律」改正 

・「仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）憲章」

及び「仕事と生活の調和推

進のための行動指針」策定 

 

２００８ 

（平２０） 

 ・「パートタイム労働法」改正 ・埼玉県女性キャリアセンタ

ー開設 

２００９ 

（平２１） 

 ・「育児・介護休業法」改正 ・「配偶者等からの暴力防止

及び被害者支援基本計画

（第２次）」策定 

２０１０ 

（平２２） 

・第５４回国連婦人の地位委

員会「北京＋１５」記念会合 

・「第３次男女共同参画基本計

画」策定 

 

２０１１ 

（平２３） 

・ジェンダー平等と女性の

エンパワメントのため

の 国 連 女 性 機 関 （ UN 

Women）が発足 
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年号 世界の動き 日本の動き 埼玉県の動き 

２０１２ 

（平２４） 

 ・「女性の活躍による経済活性化

行動計画」策定 

・産業労働部ウーマノミクス

課設置 

・「埼玉県男女共同参画基本

計画（平成２４年度～平成

２８年度）」策定 

・「配偶者等からの暴力防止

及び被害者支援基本計画

（第３次）」策定 

２０１３ 

（平２５） 

 ・「配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護等に関す

る法律」改正 

 

２０１４ 

（平２６） 

・第５８回国連婦人の地位委

員会 

「自然災害におけるジェン

ダー平等と女性のエンパワ

ーメント」決議を採択 

  

２０１５ 

（平２７） 

・国連持続可能な開発サミット

「持続可能な開発のための２

０３０アジェンダ」 

（ＳＤＧｓ）採択 

・「第４次男女共同参画基本計

画」策定 

・「女性活躍推進法」施行 

 

２０１７ 

（平２９） 

  ・「埼玉県男女共同参画基本

計画（平成２９年度～平成

３３年度）」策定 

・「配偶者等からの暴力防止

及び被害者支援基本計画

（第４次）」策定 

２０１８ 

（平３０） 

 ・「政治分野における男女共

同参画の推進に関する法

律」施行 

・「働き方改革関連法」公布 

 

２０１９ 

（平３１／令

元） 

 ・「女性活躍推進法」改正 

・「ＳＤＧｓ実施指針改定版」策

定 

 

２０２０ 

（令２） 

・第６４回国連女性の地位委

員会「北京＋２５」記念会合 
・「第５次男女共同参画基本計

画」策定 

 

２０２１ 

（令３） 

 ・「政治分野における男女共同

参画の推進に関する法

律」改正 

 

２０２２ 

（令４） 

  ・「埼玉県男女共同参画基本

計画（令和４年度～令和８

年度）」策定 

・「配偶者等からの暴力防止

及び被害者支援基本計画

（第５次）」策定 

・「埼玉県性の多様性を尊重し

た社会づくり条例」制定 

２０２３ 

（令５） 

 ・「ＤＶ防止法」改正 

・「ＬＧＢＴ理解増進法」施行 

 

２０２４ 

（令６） 

 ・「困難な問題を抱える女性へ

の支援に関する法律」施行 
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６ 男女共同参画に関するアンケート調査の概要について 
 

本プランの取組を総合的に推進するため、家庭、地域、職場等における男女共同参画についての

市民の意識や男女の平等・社会参加の実態などを把握することを目的として、アンケート調査を

実施しました。 

 

■今回の調査の概要 

・抽出方法：市内在住の１８歳以上の方の中から、１,０００名を無作為抽出 

・調査方法：郵送配布、Ｗｅｂ回答 

・調査期間：２０２５年（令和７年）１２月２３日（火）～ ２０２６年（令和８年）１月 

１２日（月） 

 

配布数及び回収数 

配布数 回収数 回答率 

１,０００件 ３５９件 ３５.９％ 

 

調査結果の比率は、その設問の回答者を基数として、小数点以下第２位を四捨五入し算出して

います。そのため、合計が１００％にならない場合があります。 

 

 

■前回の調査の概要 

本プランにおいては、一部、前プラン「はすだ男女共生プラン２０２５」において実施したアン

ケート調査との比較を行っています。前回調査の概要は以下の通りです。 

 

・抽出方法：市内在住の２０歳以上の方の中から、１,０００名を無作為抽出 

・調査方法：郵送配布、郵送回答又はＷｅｂ回答 

・調査期間：２０１５年（平成２７年）１２月 

 

配布数及び回収数 

配布数 回収数 有効回収率 

１,０００件 ５１０件 ５１.０％ 
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第２章 プランの基本的な考え方 

１ 基本理念 

 

あらゆる立場の人々が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、

その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、我が国の重要課題の

一つです。 

このため、社会に根強く残る固定的な性別役割分担意識や不平等を無くしていく取組とともに、

男女とも働きながら育児や介護ができる環境づくりや、仕事と家庭生活、地域活動、趣味やボラン

ティアなど様々な活動を自らの意思で行うことのできるワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の

調和）の実現に向けた取組などが求められています。 

 

本プランにおいても、国の方針や上位計画である蓮田市総合振興計画で示されている基本的な

方向性を踏まえつつ、性別や年齢、職業、国籍、障がいの有無などにとらわれず自分の個性や意欲

に合わせて自由に選択し、人々がお互いに尊重し合い支え合うことのできるまちをめざし、「思い

やる 認めあう 共生のまち はすだ」を基本理念とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 将来像 

将来像は基本理念を踏まえ、蓮田市にかかわるあらゆる立場の人々がめざす方向を示すもので

す。本市の男女共同参画関連施策のめざす将来像は以下の３つとします。 

 

（１）人権が尊重され、ジェンダー平等が実現された社会 
 

（２）地域・職場・家庭に男女が共に参画し、活躍できる社会 
 

（３）あらゆる立場の人々が共に個人として自立し、助け合い、充実した人生を送れ

る社会 

  

基本理念 
 

思いやる 認めあう 

共生のまち はすだ 
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３ 基本目標 

 

この計画は、男女共同参画社会の実現をめざし、以下の５項目を基本目標とします。 

 

Ⅰ 男女共同参画への意識づくり 

Ⅱ あらゆる分野への男女共同参画の促進 

Ⅲ 男女が共に働きやすい環境づくり 

Ⅵ いきいきと暮らせる環境づくり 

Ⅴ ジェンダーに基づくあらゆる暴力のない社会づくり  

 

 

４ 計画の性格 
・この計画は、男女共同参画社会の実現に向けて、その意識の形成と行動の推進を図るととも

に、従来の施策・事業等を共同参画の視点から見直し、健康・福祉・就労・教育・生涯学習

などの蓮田市の女性施策を総合的に進めていくための指針となるものとします。 

 

・この計画は、意識調査結果や男女共生プラン策定委員会等の意見をもとに作成するものと

します。 

 

・国、県の行動計画を勘案し、第５次蓮田市総合振興計画をはじめとする関連計画との整合性

を十分考慮して作成するものとします。 
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５ 施策の体系 

 

 

女性活躍：蓮田市女性活躍推進計画関係 

 

ＤＶ防止：蓮田市ＤＶ防止基本計画関係 

 

困難女性：蓮田市困難女性支援基本計画関係 

 

 

基本目標Ⅰ 男女共同参画への意識づくり 

施策の柱 具体的施策 

Ⅰ-１ ジェンダー平等の意識づくりの推

進 

(１) 無意識の思い込みの解消  

(２) 生活に身近な情報の収集と提供 

Ⅰ-２ ジェンダー平等を育む教育の推進 

(１) 家庭・地域における共に支え合う 

学びの支援 

(２) 多様な生き方を育む学校教育等の推進 

(３) 生涯を通じた社会教育の充実 

Ⅰ-３ 男女の人権の尊重 

(１) あらゆるハラスメントの根絶に向けた啓発 

(２) 多様な性への理解と尊重 

(３) 相談体制の充実と連携 

基本目標Ⅱ あらゆる分野への男女共同参画の促進 

施策の柱 具体的施策 

Ⅱ-１ 市の政策決定過程への参画の促進 

女性活躍 

(１) 審議会・委員会等への女性参画の推進 

(２) 女性職員のキャリア形成と登用促進 

Ⅱ-２ 地域における男女共同参画の促進 
(１) 女性の人材育成と活躍の支援 

(２) 地域社会活動等の活性化 

Ⅱ-３ 国際理解の推進 

(１) 多文化共生における男女共同参画の 

情報提供 

(２) 多様な文化背景を持つ市民との交流・協力

の推進 
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基本目標Ⅲ 男女が共に働きやすい環境づくり 

施策の柱 具体的施策 

Ⅲ-１ 働きやすい環境の整備 

女性活躍 

(１) 仕事と家庭の両立支援 

(２) 育児休業・介護休業制度等の普及啓発 

Ⅲ-２ 職域の拡大と雇用の安定 
(１) リスキリングと多様な就労支援 

(２) 雇用の安定と拡大 

Ⅲ-３ 労働条件の向上 

女性活躍 

(１) 職場におけるジェンダー平等の促進 

(２) 多様なワークスタイルの推進 

基本目標Ⅳ いきいきと暮らせる環境づくり 

施策の柱 具体的施策 

Ⅳ-１ 子育て支援への環境整備 

(１) ひとり親家庭等への支援  困難女性 

(２) 児童虐待に対する対策の推進 

(３) 子育て支援体制の整備充実 

Ⅳ-２ 高齢者・障がい者等とその介護

者の社会参画への環境整備 

(１) 高齢者の生きがいのある生活への支援 

(２) 障がい者等の自立支援 

(３) 介護をめぐる福祉サービスの充実 

Ⅳ-３ 健康づくりへの環境整備 

(１) 心と体の健康づくり 

(２) 母子保健事業の充実 

(３) 健康づくり体制の充実 

基本目標Ⅴ ジェンダーに基づくあらゆる暴力のない社会づくり 

施策の柱 具体的施策 

Ⅴ-１ 暴力を許さない社会づくりの推進 

ＤＶ防止  困難女性 

(１) ＤＶ防止及び困難女性支援に向けた啓発 

(２) 若年層への予防啓発 

Ⅴ-２ 安心して相談できる体制づくり 

ＤＶ防止  困難女性 

(１) 相談内容の的確な把握と支援の質の向上 

(２) 関係機関とのネットワークの構築 

Ⅴ-３ ＤＶ被害対策の充実・強化 

ＤＶ防止  困難女性 

(１) 被害者の安全確保と緊急避難の拡充 

(２) 自立のための支援体制の充実 
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第３章 プランの内容 
 

基本目標Ⅰ 男女共同参画への意識づくり 
 

施策の柱Ⅰ-１ ジェンダー平等の意識づくりの推進 
 

■現状と課題 

〇すべての個人が、自らの意思に基づき個性と能力が十分に発揮できる、多様性に富んだ豊かで

活力ある社会を実現するためには、男女がお互いを尊重し、「男だから、女だから」ということ

で生き方や働き方を制限されることなく、多様な生き方等を主体的に選択できる「男女共同参

画社会」の実現が極めて重要です。しかしながら、長年にわたり人々の中に刷り込まれてきた、

固定的な性別役割分担意識や、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）が私たちの生活

の中に根強く残っており、男女共同参画社会の形成を阻害する大きな要因の一つとなっています。 

〇アンケート調査では、「「男は仕事、女は家庭」という考え方についてどう思いますか。」の質問

に対し、前回調査と比較して、今回調査で「同感しない」が増加し、固定的な性別役割分担意識

が改善方向にあるものの、「同感する」や「どちらともいえない」が一定数残っています。 

また、「家庭において、男女の地位は平等になっていると思いますか。」の質問に対し、「なっ

ていない」が、男性と比較して女性で２４.７ポイント多くなっており、男女の認識の差がうか

がえます。 

〇一人ひとりが自分の中にある固定的な性別役割分担意識に気付き、性別や年齢、ライフステー

ジにかかわらず、自らの意思による多様な生き方の選択につながるように、広報等による啓発

を今後も継続することが必要です。 

 
 

■「男は仕事、女は家庭」という考え方についてどう思いますか。 

（アンケート調査 問６  前回調査との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.6

11.0

7.1

10.5

59.9

51.8

45.1

49.1

31.8

34.8

43.3

35.9

4.2

2.4

4.5

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【今回調査】

女性（n=192）

男性（n=164）

【前回調査】

女性（n=268）

男性（n=220）

同感する 同感しない どちらともいえない その他 無回答
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■家庭において、男女の地位は平等になっていると思いますか。 

（アンケート調査 問７「家庭」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 無意識の思い込みの解消 

無意識の思い込みの解消の必要性について広く市民の理解を深め、市の広報紙等を活用して啓

発・広報活動を行います。 

 

番号 取  組 担 当 課 

１ 講演会等の開催 庶務課 

２ 広報紙・ホームページ等での意識啓発 
庶務課 

関係各課 

３ 市民への意識啓発 
庶務課 

関係各課 

 

(２) 生活に身近な情報の収集と提供 

ジェンダー平等に関する資料や出版物の収集に努め、幅広い分野から情報を提供します。 

 

番号 取  組 担 当 課 

４ 情報の収集と提供 
庶務課 

図書館 

５ ジェンダー平等に関する制度についての普及啓発 関係各課 

  

20.9

12.0

31.7

43.7

55.2

30.5

32.0

29.7

35.4

2.5

2.6

2.4

0.8

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=359）

【性別】

女性（n=192）

男性（n=164）

なっている なっていない どちらともいえない わからない 無回答
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施策の柱Ⅰ-２ ジェンダー平等を育む教育の推進 
 

■現状と課題 

〇「男は仕事、女は家庭」といった固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込みは、往々にして

幼少の頃から長年にわたり形成されがちであることから、男女共同参画を推進していくために、

幼少期から性別に基づく固定観念を生じさせない教育が重要です。 

〇「家庭」は人にとっての最初の教育の場として重要な役割を果たします。そこで、「女の子だか

ら、男の子だから」ということなく「個性」が育まれ、一人ひとりが「人間」として自立できる

よう、家庭教育の担い手である両親等の保護者へのジェンダー平等意識の浸透が期待されます。

また、「学校教育」は、性別に関わらず平等に個性を発揮し能力を伸ばしていくうえで重要な役

割を担っています。 

〇アンケート調査では、「教育や社会全般において、男女の地位は平等になっていると思いますか。」 

の質問に対し、「教育」は「なっている」が４９.０％、「社会全般」は「なっている」が１１．

４％となっています。 

また、前回調査と比較して、今回調査で「教育」は「なっている」が５.７ポイント減少し、

「社会全般」は「なっている」が３.４ポイント増加しています。 

〇今後も、生活の基盤である家庭を始めとして、子どもが多くの時間を過ごす学校、地域社会な

ど、様々な場面における教育・学習機会を通じて、ジェンダー平等意識を高めていく必要があり

ます。 

〇また、子どもだけでなく、すべての市民が、男女共同参画社会の実現に共に向かっていくことを

目指すために、生涯学習の場を確保することが引き続き求められます。 

 

 

■教育や社会全般において、男女の地位は平等になっていると思いますか。 

（アンケート調査 問７「教育」「社会全般」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49.0

11.4

54.7

8.0

16.7

45.1

12.0

55.1

27.0

38.2

25.1

30.8

5.8

4.2

5.1

4.5

1.4

1.1

3.1

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【今回調査】

教育（n=359）

社会全般（n=359）

【前回調査】

教育（n=510）

社会全般（n=510）

なっている なっていない どちらともいえない わからない 無回答
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(１) 家庭・地域における共に支え合う学びの支援 

家庭教育に関する情報や学習機会の提供を図るとともに、家庭教育に関する相談機能の充実に

努めます。 

 

番号 取  組 担 当 課 

６ 保護者への意識啓発 関係各課 

７ 家庭教育に関する情報や学習機会の提供 関係各課 

８ 家庭教育に関する相談機能の強化 関係各課 

９ 共家事・共育の理念を広めるための参加を促す講座等の開催 関係各課 

 

(２)多様な生き方を育む学校教育等の推進 

教職員に対するジェンダー平等教育に関する研修の充実を図り、子どもが性別にとらわれず、

自己の進路に対する目的意識を高められるよう、進路指導の充実に努めます。 

 

番号 取  組 担 当 課 

１０ 教職員に対する研修の充実 学校教育課 

１１ 教育内容や教育方法の改善充実 学校教育課 

１２ 一人ひとりの個性を生かす教育の充実 学校教育課 

１３ 男女混合名簿の実施 学校教育課 

１４ ジェンダー平等の意識を促す教育の充実 
学校教育課 

子ども支援課 

 

(３) 生涯を通じた社会教育の充実 

男女共同参画の視点を取り入れた各種講座などを開催し、ジェンダー平等に関する啓発を行い、

男女共同参画を進める意識づくりを推進します。 

 

番号 取  組 担 当 課 

１５ 誰もが自分らしく学ぶことができる生涯学習事業の推進 社会教育課 
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施策の柱Ⅰ-３ 男女の人権の尊重 
 

■現状と課題 

〇近年、配偶者などからの暴力（ドメスティック・バイオレンス（以下「ＤＶ」と略記します））、

日常生活における様々なハラスメント、ストーカー行為などが、社会問題として深刻化してい

ます。 

これらの行為の被害者の多くは女性ですが、そうした被害者は今まで、身体的、性的、心理的、

経済的な暴力や苦しみを人知れず抱えてきました。 

〇アンケート調査では、「身近なところでセクシュアル・ハラスメントを受けたり、見聞きしたこ

とはありますか。」の質問に対し、「職場で」の約１割の人が「自分が受けたことがある」と答え

ています。 

〇男女の人権が尊重され、安心して暮らすことができるよう、啓発と、被害者保護・支援、相談窓

口の周知等問題の解決に向けての取組が今後も必要です。ＤＶやセクハラ等を個人の問題とし

て捉えることなく、社会全体でこれらの防止や問題解決に取り組んでいくための意識啓発に努

めていく必要があります。 

〇全国各地で自然災害が頻発している近年、地域における防災活動の重要性が高まっています。

大規模災害の発生は、女性を始めとする脆弱な状況にある人々が、より多くの影響を受けるこ

とが指摘されていることから、地域防災活動への女性の積極的な参画等、防災の分野における

男女共同参画の促進が重要です。 

〇アンケート調査では、「防災・災害復興対策の中で、女性や男性などの性別に配慮して取り組む

べきことは何だと思いますか。」の質問に対し、「女性や男性などの性別に配慮した施設・設備の

配置（トイレ、更衣室、入浴場、洗濯・物干し場など）」が７２.７％と最も多く、次いで、「女

性のニーズに沿った物資の供給（生理用ナプキン、おりものシート、防犯ブザー、女性用下着

（各種サイズ）、妊産婦用衣類、母乳パッドなど）」が６４.９％、「乳幼児連れや女性世帯、性的

少数者等への配慮（専用のスペース確保、プライバシー保護のためのカーテン・間仕切り、防犯

カメラ設置など）」が４４.０％となっています。 

〇これらの意見を踏まえ、災害時における防災対策を進めるうえで、男女共同参画の視点を入れ

て進めていくことが必要です。 
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■身近なところでセクシュアル・ハラスメントを受けたり、見聞きしたことはありますか。 

（アンケート調査 問１８） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防災・災害復興対策の中で、女性や男性などの性別に配慮して取り組むべきことは何だと思いますか。 

（アンケート調査 問１７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.3

3.9

2.8

2.5

15.6

8.4

2.8

4.7

3.3

2.2

0.8

0.0

37.0

35.9

37.6

37.0

28.7

44.6

51.8

51.0

3.1

5.0

4.2

4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

職場で（n=359）

学校で（n=359）

地域活動で（n=359）

就職活動で（n=359）

自分が受けたことがある 自分の周りの女性に受けた人が居る

自分の周りの男性に受けた人が居る 自分の周りには受けた人はいないと思う

わからない 無回答

64.9

72.7

44.0

28.1

16.4

22.8

28.7

2.2

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性のニーズに沿った物資の供給（生理用ナプキン、おりものシート、

防犯ブザー、女性用下着（各種サイズ）、妊産婦用衣類、母乳パッドなど）

女性や男性などの性別に配慮した施設・設備の配置

（トイレ、更衣室、入浴場、洗濯・物干し場など）

乳幼児連れや女性世帯、性的少数者等への配慮（専用のスペース確保、

プライバシー保護のためのカーテン・間仕切り、防犯カメラ設置など）

女性や子どもへの暴力を防ぐ取組（夜間巡回パトロール、避難所内での

見回り、相談窓口の周知など）

妊産婦への特別な配慮（授乳室設置、女性の保健師・助産師・相談員の

配置など）

女性の視点を取り入れた方針決定（避難所運営・防災会議・復興計画づくり

への女性参画など）

性別による固定的な役割分担を避けること（女性であることを理由に

食事づくりなど特定の役割を押し付けないこと）

その他

無回答
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(１) あらゆるハラスメントの根絶に向けた啓発 

ジェンダー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメントなどが

「人権侵害」であるという意識の啓発を図り、それらに関する情報提供に努めます。 

 

番号 取  組 担 当 課 

１６ 
ジェンダー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、セクシュアル・

ハラスメント等の防止啓発 

庶務課 

秘書課 

 

(２) 多様な性への理解と尊重 

市刊行物などにおける性差別的な表現等を、適切な表現への配慮や意識の改善を図り、多様な

性の視点を生かした防災体制のあり方や構築の方法について、検討を行います。 

 

番号 取  組 担 当 課 

１７ 男女共同参画の視点に立った情報提供の適正化の推進 
庶務課 

関係各課 

１８ 多様な性の視点を活かした防災体制の推進 危機管理課 

１９ 多様性尊重の推進 庶務課 

 

(３) 相談体制の充実と連携 

被害者のためプライバシーが確保された相談・支援体制の充実を図り、男女共同参画の視点の

徹底を図るため、相談員に対して研修等を実施します。 

 

番号 取  組 担 当 課 

２０ 相談・支援体制の充実 

庶務課 

秘書課 

関係各課 
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基本目標Ⅱ あらゆる分野への男女共同参画の促進 
 

施策の柱Ⅱ-１ 市の政策決定過程への参画の促進 
 

■現状と課題 

〇将来にわたって活力ある社会を創造していくためには、幅広い人材の育成とともに、視野を広

げ、新たな発想を取り入れていくことが重要です。こうした観点から、まちづくりなど社会全体

にかかわる重要な企画立案に、性別に関係ない多様な意見が公平・公正に反映されるためには、

審議会等への女性の参画を進めることが重要であり、女性の登用目標値を設定していくことも

促進策の１つとして考えられます。 

〇本市における女性の政治への参画状況は、市議会の女性議員の割合が２０２５年（令和７年）４

月現在で３０.０％（２０人中６人）となっており、２０１６年（平成２８年）１月と比較して

５.０ポイント増加しています。また、審議会等への女性の登用率は、２０２５年（令和７年）

４月現在で３９.９％となっており（行政委員会と法律・条例設置の附属機関を合わせて委員総

数３３６人のうち１３４人）、２０１６年（平成２８年）１月と比較して１６.７ポイント増加し

ています。議員、委員の割合は、前プランの数値目標３０％を達成しています。 

〇性別に関係ない多様な意見が公平・公正に反映される男女共同参画社会を実現していくために

は、更なる審議会等への女性の参画が求められます。今後も、引き続き女性の登用促進に努める

ことが必要です。 

〇並行して、性別による偏見や職種の偏りをなくすとともに、女性職員の地位と資質の向上をめ

ざし、今後も継続して、市職員の研修機会を充実するとともに、市職員に対してジェンダー平等

についての正しい理解を浸透させ、人材育成に努めることが必要です。 

 

 

■女性議員の割合と審議会等の女性委員の割合 

 

 

 

 

 

  

23.1

28.5

25.0

23.2

76.9

71.5

75.0

76.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【2025年(令和７年)

４月現在】

議員の割合

審議会等の委員の割合

【2016年(平成28年)

1月現在】

議員の割合

審議会等の委員の割合

女性 男性

30.0

39.9

25.0

23.2

70.0

60.1

75.0

76.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【2025年(令和７年)

４月現在】

議員の割合

審議会等の委員の割合

【2016年(平成28年)

1月現在】

議員の割合

審議会等の委員の割合

女性 男性
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(１) 審議会・委員会等への女性参画の推進 

女性のいない審議会・委員会等をなくし、女性の登用率についての目標数値を設定し、その目標

の達成に努め、幅広い女性層からの登用を推進します。 

このため、女性委員の割合を４０％以上にすることを数値目標とします。 

 

番号 取  組 担 当 課 

１ 
審議会等への女性の登用促進 

関係各課 
【数値目標】女性委員の割合   ４０％以上※ 

２ 女性の意見の市政への反映 関係各課 

※国の男女共同参画基本計画において、女性委員の割合を４０％以上６０％以下にすることを目

標としていることを踏まえ、目標値を設定。 

 

(２) 女性職員のキャリア形成と登用促進 

様々な研修会への多くの市女性職員の参加を促すとともに、職員を対象にした学習会や講座を

積極的に開催し、その資質の向上と人材育成に努め、女性職員の職域拡大と管理職への登用に努

めます。 

 

番号 取  組 担 当 課 

３ 女性リーダー職員の育成 秘書課 

４ 職員の職域拡大 秘書課 

５ 管理・監督者への女性の登用 秘書課 

６ プロジェクトチームへの女性職員の参加促進 関係各課 
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施策の柱Ⅱ-２ 地域における男女共同参画の促進 
 

■現状と課題 

〇地域は家庭とともに人々にとって最も身近な暮らしの場であり、地域があらゆる立場の人々に

とっても暮らしやすい場となるためには、あらゆる立場の人々がともに役割を担い、地域社会

を築いていくことが望まれます。 

〇アンケート調査では、「あなたの家庭では次のことについて、主にどなたが行っていますか。（「地

域の行事活動」「自治会・ＰＴＡ活動」）」の質問に対し、「地域の行事活動」については「主に女

性」が３１.５％、「主に男性」が１９.２％となっています。「自治会・ＰＴＡ活動」についても、

「主に女性」が４０.７％、「主に男性」が１３.１％となっており、いずれも女性が多くなって

います。 

一方で、「地域活動の場で、男女の地位は平等になっていると思いますか。」の質問に対し、「な

っている」が２２.８％に対し、「なっていない」が２５.６％、「どちらともいえない」が３３.

４％となっており、「なっていない」が「なっている」をやや上回っています。 

地域の活動には女性の方が男性よりも多く参加し、活躍している一方で、一般に、地域で行わ

れる様々な活動や自治会•町内会等における会長職等の役職については、男性が多い状況にあり

ます。 

〇豊かで活力のある地域社会の形成のために、固定的な性別役割分担意識を見直し、あらゆる立

場の人々が共に参画していくことが大切です。今後も意識啓発を継続して進めていく必要があ

ります。 

 

 

■あなたの家庭では次のことについて、主にどなたが行っていますか。 

（アンケート調査 問１１「地域の行事活動」「自治会・ＰＴＡ活動」） 

 

 

 

 

 

  

19.2

13.1

30.4

27.3

31.5

40.7

17.5

17.3

1.4

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域の行事の活動（n=359）

自治会・ＰＴＡ活動（n=359）

主に男性 共同で分担 主に女性 その他 無回答
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■地域活動の場において、男女の地位は平等になっていると思いますか。 

（アンケート調査 問７「地域活動の場」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 女性の人材育成と活躍の支援 

女性指導者（リーダー）養成のための講座や研修会を開催し、指導者への登用を促進し、指導的

立場に立って活動している人たちへの研修や積極的な支援を行います。 

 

番号 取  組 担 当 課 

７ 女性の地域活動リーダーの育成 
自治振興課 

社会教育課 

８ 女性のネットワークづくりの推進 
庶務課 

社会教育課 

９ 人材リストの活用促進 庶務課 

 

(２) 地域社会活動等の活性化 

コミュニティ活動、ボランティア活動、消費者活動等といった地域社会活動の活性化を図るた

め、市民の意識の高揚や活動支援を行い、男性の積極的な参加・参画を促し、男女共同参画の視点

による地域活動を促進します。 

 

番号 取  組 担 当 課 

１０ 市民活動（コミュニティ、ＮＰＯ、ボランティア）の促進及び支援 
自治振興課 

関係各課 

１１ 消費者活動の支援 産業振興課 

１２ 男性の地域社会活動への参画促進 自治振興課 

 

  

22.8 25.6 33.4 17.0 1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域活動の場（n=359）

なっている なっていない どちらともいえない わからない 無回答
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施策の柱Ⅱ-３ 国際理解の推進 
 

■現状と課題 

〇国際化が進む今日、ジェンダー平等についても国際的な視点でとらえていく必要があります。

この問題は各国共通の世界的な課題ですが、国により、その抱える具体的な問題には違いがあ

ります。諸外国におけるジェンダー平等の現状を把握し、認識と理解を深め、その解決に向けて

の各国の動向を知ることが必要です。 

〇人々が、世代・国籍・価値観やライフスタイルなどの多様性が認められない環境に置かれ、社会

的困難を抱えている場合、固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見を背景に、更に複合

的な困難を抱えることがあります。みんなが自分らしく幸せに暮らせるまちを実現するために

は、市民一人ひとりが人権を尊重し、それぞれの多様性を互いに認め合うことが求められます。 

〇近年、国全体で外国籍の住民が増えつつあり、本市でも外国人と接する機会も増えています。外

国籍の人々と、お互いに文化や価値観、生活習慣について理解し、尊重し合う関係を築き、一緒

によりよいまちづくりをしていくために、今後も引き続き、様々な交流機会を設け、多文化共生

を推進していくことが必要です。 

 

 

(１) 多文化共生における男女共同参画の情報提供 

諸外国のジェンダー平等の現状を知るため、その資料や情報を収集し、また必要な情報の提供

に努めます。 

 

番号 取  組 担 当 課 

１３ 情報収集と提供の充実 庶務課 

 

(２) 多様な文化背景を持つ市民との交流・協力の推進 

外国籍住民と日本国籍住民との相互理解が深まるよう、市民活動団体と協働して日本語教室の

開催や交流事業を実施します。 

 

番号 取  組 担 当 課 

１４ 国際理解のための学習機会の提供 社会教育課 

１５ 国際理解のための事業推進 自治振興課 

１６ 国際交流事業の推進 
自治振興課 

学校教育課 

１７ 語学教育の充実 学校教育課 
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基本目標Ⅲ 男女が共に働きやすい環境づくり 
 

施策の柱Ⅲ-１ 働きやすい環境の整備 
 

■現状と課題 

〇女性の年齢階級別労働力率をみると、２０１０年（平成２２年）と比較して、２０２０年（令和

２年）では、２０歳以上の全ての年齢で労働力率が増加しています。また、３０～４４歳付近に

見られた労働力率の低下が減少しています。かつては、女性が子育て等でいったん仕事を退職

し、のちに再就職をすることが多い状況でしたが、現在は退職をせず、働き続ける女性が増加し

ています。 

〇一方、アンケート調査では、「あなたの家庭では次のことについて、主にどなたが行っています

か。（「家事」「子育て」「介護」）」の質問に対し、家庭における「家事」「子育て」「介護」の負担

が、依然として、男性より女性で多くなっています。 

〇「男女ともに仕事と家庭の両立を図るために、どのようなことが必要だと思うか」の質問に対

し、「民間の企業等に対して、在宅勤務やフレックスタイム制度など、柔軟な勤務制度の導入を

促進すること」が５２.６％と最も多く、次いで、「保育所や学童保育所等の保育時間の延長な

ど、保育内容を充実すること」が４０.１％、「高齢者介護のためのサービスの充実を図ること」

が３７.６％となっています。 

〇「男性が育児や介護を行うための休暇を取得することへのあなたの考え」の質問に対し、「機会

があれば自分で取得したい、または取得を勧めたい」が５０.７％と最も多く、次いで、「今の法

律・制度のままでは支援が不十分なので、取得は難しい」が１２.０％となっています。 

〇仕事と家庭の両立を図るためには、基本目標Ⅰ-１のジェンダー平等の意識づくりの推進ととも

に、妊娠・出産や育児、介護を社会的に支援する制度の充実が、今後も引き続き必要です。 

 
 

■女性の年齢階級別労働力率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※労働力率＝労働力人口÷１５歳以上の人口（労働力状況「不詳」を除く。）×１００ 

資料：国勢調査  

13.3

67.6

78.3

66.0
63.2

67.2

73.1

64.8

55.1

36.6

19.2

11.8

13.5

68.3

80.3

68.2
68.3

75.0 74.7

75.1
62.0

44.1

24.7

13.2

15.8

71.6

84.7

75.1 73.1
77.9

80.7
76.2

73.8

55.1

34.5

18.1

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

（％）

2010年

(平成22年)

2020年

(平成27年)

2015年

(令和２年)
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■あなたの家庭では次のことについて、主にどなたが行っていますか。 

（アンケート調査 問１１「家事」「子育て」「介護」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■男女ともに仕事と家庭の両立を図るために、どのようなことが必要だと思いますか。 

（アンケート調査 問１０） 

 

 

 

 

 

 

 
 

■男性が育児や介護を行うための休暇を取得することについて、あなたの考えや状況がもっともあて

はまるのは次のうちどれですか。（アンケート調査 問１４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50.7

5.0

1.9

8.6

0.3

12.0

5.0

0.6

12.0

3.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

機会があれば自分で取得したい、または取得を勧めたい

上司の理解が得られないので、取得は難しい

同僚の理解が得られないので、取得は難しい

取引先との関係や仕事の引継ぎの問題があるので、取得は難しい

地域や近所から理解されないので、取得は難しい

今の法律・制度のままでは支援が不十分なので、取得は難しい

男性は育児や介護に慣れていない人が多いので、取得には意味がない

育児や介護は女性がすべきものだと思うので、取得しない方がよい

その他

無回答

7.0

2.2

5.6

29.0

25.1

24.2

58.8

45.7

29.2

4.2

24.8

39.0

1.1

2.2

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家事（n=359）

子育て（n=359）

介護（n=359）

主に男性 共同で分担 主に女性 その他 無回答

52.6

40.1

37.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

民間の企業等に対して、在宅勤務やフレックスタイム

制度など、柔軟な勤務制度の導入を促進すること

保育所や学童保育所等の保育時間の延長など、

保育内容を充実すること

高齢者介護のためのサービスの充実を図ること
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(１) 仕事と家庭の両立支援 

多様化する就業形態に合わせて、保育施設・学童保育所やファミリー・サポート・センターの充

実に努めます。 

また、通常保育・延長保育・一時保育など、保育サービスを充実させます。 

 

番号 取  組 担 当 課 

１ 保育サービスの充実 保育課 

２ 学童保育の充実 保育課 

３ ファミリー・サポート・センターの充実 子ども支援課 

 

 

(２) 育児休業・介護休業制度等の普及啓発 

就業と育児の両立をよりいっそう支援するため、育児・介護の夫婦共同責任についての啓発を

推進するとともに、育児休業・介護休業制度に関する広報を行うなど、その普及・定着を図りま

す。 

 

番号 取  組 担 当 課 

４ 育児・介護休業法の普及啓発 関係各課 
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施策の柱Ⅲ-２ 職域の拡大と雇用の安定 
 

■現状と課題 

〇男女雇用機会均等法や育児・介護休業法の制定や改正など、制度面でのジェンダー平等は進み

つつあり、様々な分野で活躍する女性の姿が見られます。様々な活動に多様な人材が参画する

ことは、すべての人が個性と能力を十分に発揮し、生きがいを感じられる地域社会の実現に寄

与するとともに、地域の経済社会に新規の発想をもたらすなど、持続的な地域をつくるために

重要です。 

〇働くための能力開発や能力活用に対する支援は重要なことですが、女性においては男性に比べ

て積極的に行われていない傾向があるため、特に支援が必要です。また、女性自身も、自ら進ん

でその能力の開発や向上を図ることが期待されます。 

〇就農人口が減少する中で、都市部への女性の流出が続いているとともに、農業従事者に占める

女性の割合も低下傾向にあります。農業の持続性を確保するために、女性の活躍に向けた支援

が求められています。 

〇就業者の雇用形態をみると、正規の職員・従業員の割合が、男性に比べて女性で低くなっていま

す。 

〇女性が子育てや介護等のために仕事を退職することは少しずつ減少しつつあるものの、退職し

た女性が再び働く際には、非正規雇用で再就職しているケースが多い実態があります。雇用に

おいて、女性と男性の均等な機会や待遇を確保するとともに、女性の職域の拡大を進める必要

があります。 

 

 

■就業者の雇用形態（全国、埼玉県との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：２０２０年（令和２年）国勢調査  

81.6

80.7

79.9

48.0

44.4

43.2

2.6

2.8

3.1

4.0

4.6

4.8

15.8

16.5

17.0

48.1

51.0

52.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【男性】

全国

埼玉県

蓮田市

【女性】

全国

埼玉県

蓮田市

正規の職員・従業員 労働者派遣事業所の派遣社員 パート・アルバイト・その他
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(１) リスキリングと多様な就労支援 

各種の技術・技能講座や働くことへの心がまえを学ぶ機会を設け、職業人としての能力の育成、

向上を支援し、「家族経営協定」の締結の促進なども含めて農業、自営業の女性を支援し、経営者

としての育成も図っていきます。 

情報提供や講座の開催、新規開業者の支援など、女性の起業への支援を実施し、新しい働き方の

促進を図ります。 

 

番号 取  組 担 当 課 

５ 職業能力開発、各種の技能講座等の情報提供 産業振興課 

６ 農業、自営業の女性の活躍の支援 産業振興課 

７ 女性の起業への支援 産業振興課 

 

(２) 雇用の安定と拡大 

雇用の安定を図るため、雇用を促進する情報提供や啓発に努めます。 

また、女性の就業分野を拡大するため、様々な機会をとらえて啓発活動を行います。 

 

番号 取  組 担 当 課 

８ 就労のための情報提供 産業振興課 

９ 就職・再就職の支援 産業振興課 

１０ 内職相談事業の充実 産業振興課 
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施策の柱Ⅲ-３ 労働条件の向上 
 

■現状と課題 

〇「男女共同参画社会基本法」が１９９９年（平成１１年）に施行され四半世紀あまりが経ち、女

性の活躍推進が国の重要課題として推進されています。しかしながら、社会全体の意識は変わ

りつつあるものの、今日においても、社会で女性の力が十分に発揮されているとは言い難く、解

消すべき性別にまつわる格差や不平等、困難が存在しています。職場においては、賃金や昇進、

研修機会など、女性と男性の労働者間の格差がいまだに残っています。 

〇この状況を改善し、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、「女性活躍推進

法」が２０１６年（平成２８年）に施行されています。 

〇アンケート調査の結果では、「あなたの職場では次のことがらについて、男女は平等になってい

ると思うか。」の質問に対し、「採用時の条件」「賃金」「昇進や昇格」「能力評価」「研修の機会や

内容」「管理職への登用」に対し、「平等」と答える人が多い一方で、『女性が優遇』と『男性が

優遇』を比較すると、『男性が優遇』の割合が多くなっています（４から２７倍）。 

（ここで、『女性が優遇』は、「女性が非常に優遇されている」と「どちらかといえば、女性が優遇」の合計。『男性が

優遇』は、「男性が非常に優遇されている」と「どちらかといえば、男性が優遇」の合計。） 

〇女性が働きやすい環境を整えるために、法律の目的や内容を広く浸透させることが重要となっ

ています。 

〇「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」の実現は、人々の健康を維持し、趣味や学

習、ボランティア活動や地域社会への参画等を通じた自己実現を可能とするとともに、男性の

家庭生活への参画や女性の就業継続及び政策・方針決定過程への参画を進める上でも不可欠で

す。誰もが仕事と生活の調和を実現し、生き生きと暮らすためには、家事、育児、介護などに男

女がともに取り組むことが必要ですが、男性の家庭生活への参画は、長時間労働の影響なども

あり進んでおらず、家事、育児等の負担は女性に偏っているのが現状です。 

〇アンケート調査では、「家庭生活（家事・子育て・介護）の考え方についてお伺いします。「現実」

では何を優先していますか。また「希望」では何を優先したいですか。」の質問に対し、「仕事や

自分の活動と家庭生活を同時に重視している」と回答する人は、「希望」では５０.４％と最も多

いのに対して、「現実」では３２.０％と大幅に減っており、希望と現実に隔たりが大きいことが

うかがえます。 

〇社会全体の重要な問題として少子化があり、その原因の一つとして、子育ての経済的負担や仕

事と子育てとの両立の難しさがあるといわれています。男女がともにゆとりを持って働き続け

られる環境づくりが、少子化の傾向に歯止めをかける一つの鍵となります。男女にかかわらず

仕事を続けたいと望む人が仕事と家庭との両立ができるように、多様なライフスタイルに対応

した子育て支援の体制を充実していく必要があります。 
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■あなたの職場では次のことがらについて、男女は平等になっていると思いますか。 

（アンケート調査 問１３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■家庭生活（家事・子育て・介護）の考え方についてお伺いします。「現実」では何を優先していま

すか。また「希望」では何を優先したいですか。（アンケート調査 問９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.3

4.7

7.2

4.5

2.8

8.4

15.6

18.4

23.1

14.8

8.4

20.3

45.1

47.4

35.9

49.0

56.8

34.3

4.2

0.3

1.9

0.8

1.1

0.3

0.6

0.6

0.3

0.8

0.8

0.8

24.8

21.7

24.8

23.4

22.8

28.1

6.4

7.0

6.7

6.7

7.2

7.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

採用時の条件（n=359）

賃金（n=359）

昇進や昇格（n=359）

能力評価（n=359）

研修の機会や内容（n=359）

管理職への登用（n=359）

男性が非常に優遇されている どちらかといえば、 男性が優遇 平等

どちらかといえば、 女性が優遇 女性が非常に優遇されている わからない

無回答

17.0

18.7

32.0

21.2

10.0

1.1

18.4

8.4%

50.4%

17.5%

4.2%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80%

仕事や趣味・ボランティアなどの自分の活動に

専念している

どちらかといえば、家庭生活よりも仕事や自分の

活動を優先している

仕事や自分の活動と家庭生活を同時に重視している

どちらかといえば、仕事や自分の活動よりも

家庭生活を優先している

家庭生活（家事・子育て・介護）に専念している

無回答

現実(n=359)

希望(n=359)
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(１) 職場におけるジェンダー平等の促進 

男女雇用機会均等法の趣旨や内容の周知を図り、また、女性活躍推進法といった関連法の普及

啓発に努め、労働条件の改善を促進します。 

 

番号 取  組 担 当 課 

１１ 男女雇用機会均等法の普及啓発 関係各課 

１２ 女性活躍推進法の普及啓発 関係各課 

 

(２) 多様なワークスタイルの推進 

パートタイム労働、家内労働（在宅ワーク）、派遣労働などの多様な形態の労働環境の実態把握

に努め、その改善を促進します。 

フレックスタイム制度など働く人のニーズに合った多様な就業形態・勤務形態の普及に向け、

啓発に努めます。 

 

番号 取  組 担 当 課 

１３ 柔軟な勤務体制づくりのための情報提供 産業振興課 

１４ 労働時間短縮の意識啓発のための情報提供 産業振興課 

１５ ワーク・ライフ・バランスの普及啓発 庶務課 
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基本目標Ⅳ いきいきと暮らせる環境づくり 

施策の柱Ⅳ-１ 子育て支援への環境整備 
 

■現状と課題 

〇日本のひとり親家庭（母子世帯•父子世帯）の相対的貧困率は、先進国の中において高くなって

います（２０１８年（平成３０年）にＯＥＣＤ３５か国中３４位）。また、母子世帯では、社会

における男女が置かれた状況の違い等により、貧困等生活上の困難に陥りやすくなっています。 

〇本市の母子世帯数は、２０１０年（平成２２年）に２４６世帯、２０１５年（平成２７年）に増

加して２９９世帯、２０２０年（令和２年）には２８４世帯となっています。一般に、母子世帯

数は父子世帯数と比較して多く、本市の２０２０年（令和２年）の母子世帯は、父子世帯の７.

９倍となっています。 

〇生活の維持や子供の養育費などの様々な問題を抱え、経済的にも精神的にも負担が大きいひと

り親家庭を援助する取組を、今後も継続していく必要があります。 

〇一般に、子育ての役割は、主に母親に委ねられることが多くなっており、子育てにおいて女性に

かかる負担は大きく、育児に追いつめられた母親の悩みや子どもへの虐待の増加など、様々な

問題も起きています。 

〇アンケート調査では、「あなたの家庭では次のことについて、主にどなたが行っていますか。（「子

育て」）」の質問に対し、前回調査と比較して、今回調査では「主に女性」が７.４ポイント減少

しているものの、「主に女性」の４５.７％は、「主に男性」の２.２％、「共同で分担」の２５.

１％と比較して非常に多い状況です。（（「その他」の内訳は、ほぼ「こどもがいない」「こどもが

自立した」のため除外。）） 

〇男女が共に子育てにかかわっていくとともに、男性の仕事優先の考え方や役割分担意識を見直

すこと、職場での子育て支援や周りの人達の理解を広めること、更に地域と一体となって子育

てを行うことなど、家庭や地域、職場、行政、社会全体で子ども達を育てる意識づくりが重要で

す。このため、市の「蓮田市こども計画」と連携をとりながら、子育てネットワークづくりや地

域による子育て支援などを進めていく必要があります。 
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■ひとり親世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

■あなたの家庭では次のことについて、主にどなたが行っていますか。 

（アンケート調査 問１１「子育て」の前回調査との比較） 

 

  

 

 

 

 

 

 

※補足：  その他の内容は、ほぼ「こどもがいない」「こどもが自立した」。 

 

 

(１) ひとり親家庭等への支援 

母子家庭、父子家庭等のひとり親家庭や外国人家庭にとっては、経済的・精神的な負担は非常に

大きなものとなっています。生活の安定と自立が図れるよう、相談、生活支援の充実などに努めま

す。 

 

番号 取  組 担 当 課 

１ 生活安定への援助 子ども支援課 

２ 相談体制と情報の収集・提供の充実 子ども支援課 

  

246

299 284

49 45 36

0

100

200

300

400

2010年

(平成22年)

2020年

(平成27年)

2015年

(令和２年)

母子世帯数 父子世帯数

（世帯）

2.2

1.0

25.1

23.1

45.7

53.1

24.8

14.1

2.2

8.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【今回調査】

子育て（n=359）

【前回調査】

子育て（n=510）

主に男性 共同で分担 主に女性 その他 無回答
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(２) 児童虐待に対する対策の推進 

「要保護児童対策地域協議会」の推進、親と子の心の健康づくり対策の推進など、児童虐待に対

する対策を強化します。 

 

番号 取  組 担 当 課 

３ 児童虐待防止に向けての取組の推進 子ども支援課 

４ 児童虐待予防に向けた啓発 庶務課 

 

(３) 子育て支援体制の整備充実 

「蓮田市こども計画」の施策・事業と連携を図りながら、子育て支援体制の整備・充実を推進し

ます。 

 

番号 取  組 担 当 課 

５ 地域による子育て支援の充実 子ども支援課 

６ 子育てネットワークづくりの推進 子ども支援課 

７ 両親学級などの子育て支援の推進 子ども支援課 

８ 児童相談事業の充実 子ども支援課 

 

 

 

■蓮田市こども計画 

「こどもと若者が自分らしく育ち自分の意思と言葉でさまざまなかかわりをもてるように市

民一人ひとりが応援しよう！」を基本理念として、国が「こども大綱」で掲げる「こどもまんなか

社会」に向け、すべてのこども・若者が身体的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができ

る社会を実現していくことを目的としています。 

また、蓮田市こども計画は、子ども・子育て支援事業計画を引き継いでおり、こどもの最善

の利益が実現される社会をめざして、こども・若者の健全な育成と子育て環境づくりに関する

取組を総合的に推進していきます。  
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施策の柱Ⅳ-２ 高齢者・障がい者等とその介護者の社会参画への環境整備 
 

■現状と課題 

〇高齢者、障がい者等が抱える生活上の様々な困難は、女性であることで更に複合的な状況に置

かれている場合があります。このような困難な状況の解決を図るため、人権尊重の観点からの

配慮、多様性を認め合う社会づくりに向けた理解を促進するとともに、多様なニーズに対応し

たきめ細かい生活支援や社会参画の促進につなげることが求められています。 

〇固定的な性別役割分担意識を背景に、家事・育児・介護等の多くを女性が担っている実態があ

り、その結果、一般に女性が子育て・介護等により離職するケースが多くなっています。 

〇アンケート調査では、「あなたの家庭では次のことについて、主にどなたが行っていますか。（「介

護」）の質問に対し、「主に女性」の２９.２％が最も多く、「主に男性」は５.６％、「共同で分担」

は２４.２％となっています。（「その他」の内訳は、ほぼ「介護の必要がない」のため除外。） 

一方、女性と男性の「共同で分担」の回答率に大きな差があります。男性が「共同で分担」し

ていると認識していることがらを、女性は「主に女性」が行っていると認識しているのがうかが

えます。 

〇啓発により、介護への男性の協力を増やしていく一方で、現状、家庭の介護の主な担当となって

いる女性の負担を軽減するとともに、介護により離職する男女を減らすため、今後も、介護サー

ビスの周知が必要です。 

 

 

■あなたの家庭では次のことについて、主にどなたが行っていますか。 

（アンケート調査 問１１「介護」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※補足：  その他の内訳は、ほぼ「介護の必要がない」。 

  

5.6

2.6

9.1

24.2

16.1

33.5

29.2

41.1

15.9

39.0

38.0

40.9

1.9

2.1

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=359）

【性別】

女性（n=192）

男性（n=164）

主に男性 共同で分担 主に女性 その他 無回答
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(１) 高齢者の生きがいのある生活への支援 

高齢者の生きがいづくりを支援するとともに、社会参画ができるような環境整備を図ります。 

 

番号 取  組 担 当 課 

９ 生きがい・社会参加の促進 長寿支援課 

 

(２) 障がい者等の自立支援 

障がい者等ができるだけ住み慣れた地域で、その人らしく自立した生活を送れるような住みよ

い環境の整備と交流の場の充実を進めます。 

 

番号 取  組 担 当 課 

１０ 人材活用機会の拡大 障がい者支援課 

 

(３) 介護をめぐる福祉サービスの充実 

介護を要する高齢者や障がい者等の生活の自立と心身の健康の維持・向上を図り、また介護に

あたる家族等を支えて、地域での助け合いを図るため、介護をめぐる福祉サービスを更に充実さ

せます。 

 

番号 取  組 担 当 課 

１１ 総合的な相談支援・権利擁護事業の充実 関係各課 

１２ 地域生活支援の推進 長寿支援課 

１３ 介護者支援の推進 関係各課 

１４ 高齢者の見守り・安全確保の推進 長寿支援課 

１５ 各福祉サービス内容の広報活動の充実 関係各課 
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■蓮田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

「高齢者が健康で安心して暮らせるまちづくり」を基本理念として、高齢者が住み慣れた地

域で、地域住民同士の絆や支え合い・助け合いの精神のもとで、誰もが安心して暮らせる福祉

のまちづくりの実現をめざし、高齢者福祉の推進を図っています。 

 

■かがやき はすだプラン 

（蓮田市障がい者基本計画・蓮田市障がい福祉計画・蓮田市障がい児福祉計画） 

「みんなでつくる みんなで暮らせるまち」を基本理念として、障がいの有無にかかわらず、

一人ひとりが輝くことができる地域共生社会をめざし、障がい者のための施策の総合的な推

進を図っています。 
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施策の柱Ⅳ-３ 健康づくりへの環境整備 

■現状と課題 

〇男性も女性も、互いの身体的性差を十分に理解し合い、人権を尊重しつつ、相手に対する思いや

りをもって生きていくことは、男女共同参画社会の形成に当たっての大前提です。 

心身及びその健康について、自分で考え行動し、正確な知識・情報を入手することは、健康に

生きていくために必要なことです。 

〇子どもを産む産まない、産むとすればいつ、何人産むかを女性が自己決定するなどの権利であ

る「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」（性と生殖に関する健康と権利）の視点は、女性の生

涯を通じた健康の保持増進を支援する上で重要であり、女性だけでなく男性の理解も必要です。 

〇アンケート調査では、「あなたは、次の言葉を知っていますか。（「リプロダクティブ・ヘルス/ラ

イツ（性と生殖に関する健康と権利）」）」の質問に対し、「知らない」は、が７２.１％と最も多

くなっています。 

〇生涯を通じて心身の健康を維持することは、自立した生活を営んでいく上で欠かせない要素で

あり、男女を問わず共通の願いでもあります。 

本市では２０２４年（令和６年）３月に「健康はすだ２１（第３次）・蓮田市食育推進計画（第

２次）」を策定し、市民一人ひとりが健康づくりを進めていくための情報提供と、市民自らの意

志決定による健康づくり活動を支援していますが、今後も、男女共生社会の実現に向けて、連携

を図っていく必要があります。 

 

 

■あなたは、次の言葉を知っていますか。 

（アンケート調査 問２２「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（性と生殖に関する健康と権利）」） 

 

 

 

 

 

 

  

8.1 16.7 72.1 3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ

（性と生殖に関する健康と権利）（n=359）

おおよその内容を知っている 聞いたことはあるが、内容までは知らない

知らない 無回答
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(１) 心と体の健康づくり 

心身共に健やかな生活を送ることができるよう、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」に関する

啓発や健康づくりに関する各種講座の開催、スポーツ・レクリエーション活動の振興を図ります。 

 

番号 取  組 担 当 課 

１６ リプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する啓発や各種講座の開催 子ども支援課 

１７ スポーツ・レクリエーション活動の振興 社会教育課 

１８ 女性のスポーツ推進委員の増員 文化スポーツ課 

 

(２) 母子保健事業の充実 

子どもを産み、育てる親に対して、育児相談等の情報提供や教育の場を設けるとともに、乳幼児

の健康の保持、増進を図るため、疾病等の予防と早期発見、早期対応等に努めます。 

 

番号 取  組 担 当 課 

１９ 母性保護に関する意識啓発 子ども支援課 

２０ 育児等に関する相談体制の充実 子ども支援課 

 

(３) 健康づくり体制の充実 

基本方針「健康寿命の延伸に向けた取組の推進」の下、病気の早期発見、早期治療を目的とした

健（検）診体制の充実に努めるとともに、一歩進めて「病気の予防」をめざしていくために、健康

に関する知識の普及や相談体制の充実を図ります。 

 

番号 取  組 担 当 課 

２１ 健（検）診体制の充実 健康増進課 

２２ 健康に関する意識啓発 健康増進課 

２３ 健康相談体制の充実 健康増進課 

 

 

 

■健康はすだ 21・蓮田市食育推進計画 

健康はすだ２１では、健康寿命の延伸をめざして、市民と協働した健康づくりの取組を推進

しています。また、蓮田市食育推進計画は、食に関する様々な取組を通じて、市民と一体的な

食育活動を推進しています。
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基本目標Ⅴ ジェンダーに基づくあらゆる暴力のない社会づくり 

施策の柱Ⅴ-１ 暴力を許さない社会づくりの推進 
 

■現状と課題 

〇「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）」や「ストーカー行

為等の規制等に関する法律（ストーカー規制法）」の改正などにより法制度の整備は進んでいる

ものの、加害者が“暴力をふるっている”という認識は十分であるとはいえません。 

〇ＤＶは、外部からの発見が困難な家庭内で行われる場合が多いために、潜在化、深刻化しやすい

傾向があります。警察庁が公表する配偶者からの暴力相談件数は増加傾向にあります。また近

年は、配偶者以外の交際相手からの暴力、いわゆる「デートＤＶ」も問題となっています。 

〇アンケート調査では、「あなたはこれまでに、あなたの配偶者や恋人などから次のような行為を

されたことがありますか。」の質問に対し、ＤＶ行為をされた人がいることがうかがえます。 

〇今後も、男女共同参画の実現を阻むＤＶ等、ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶に向け、

“暴力は重大な人権侵害である”という認識を高め、若い世代における理解を更に深める取組

の推進を継続することで、将来的な発生の防止を図ることが重要です。 

 

 

■あなたはこれまでに、あなたの配偶者や恋人などから次のような行為をされたことがありますか。 

（アンケート調査 問２０」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.1

7.0

3.1

2.5

3.3

12.3

17.5

4.5

8.1

2.5

83.3

73.8

90.3

87.2

92.2

1.4

1.7

2.2

2.2

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

なぐられたり、けられたり、物を投げつけられ

たり、突き飛ばされたりするなどの身体に対す

る暴行を受けた（n=359）

人格を否定するような暴言を言われたり、交友

関係を細かく監視されたりした（n=359）

自分や家族に危害が加えられるのではないかと

恐怖を感じるような脅しを受けた（n=359）

いやがっているのに性的な行為を強要された

（避妊への非協力を含む）（n=359）

必要な生活費を渡さないなど、経済的に弱い立

場に立たせられた（n=359）

何度もある １、２度ある まったくない 無回答
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(１) ＤＶ防止及び困難女性支援に向けた啓発 

様々な機会を活用した広報・啓発活動を進めていきます。 

 

番号 取  組 担 当 課 

１ 広報紙等による情報提供 
庶務課 

福祉課 

２ ジェンダーに基づくあらゆる暴力根絶に向けた啓発 
庶務課 

福祉課 

 

(２) 若年層への予防啓発 

若年者に対して、人権尊重と暴力を許さないという意識の醸成を図ります。 

 

番号 取  組 担 当 課 

３ 人権尊重と暴力を許さないという学校教育の実施 学校教育課 

４ デートＤＶ防止に関する啓発 関係各課 
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施策の柱Ⅴ-２ 安心して相談できる体制づくり 
 

■現状と課題 

〇暴力の被害者に対しては、その尊厳の回復のため、被害者に寄り添った十分かつ専門的な支援

を行う必要があります。こうした支援は、相談から保護、自立支援など、行政と民間団体とが連

携し、包括的に提供することが重要です。 

〇アンケート調査では、「配偶者などとの間における暴力を防止するためには、どのようなことが

必要だと思いますか。」の質問に対し、「被害者が早期に相談できるよう、相談窓口の周知を行う

こと」が５３.５％と最も多くなっています。 

〇本市では、ＤＶ防止法や女性支援新法に則り、ジェンダーに基づく暴力に関する様々な問題・悩

みについての相談に応じており、今後も継続して相談体制を充実していく必要があります。 

このため、より複雑・多様化する社会状況で、被害者・加害者の置かれている状況や背景を理

解しながら適切な対応ができるよう、相談員の資質向上、関係機関との連携を今後も継続してい

く必要があります。 

 

 

■配偶者などとの間における暴力を防止するためには、どのようなことが必要だと思いますか。 

（アンケート調査 問２１」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34.8

45.4

7.8

22.8

53.5

23.7

27.9

48.2

14.2

3.1

2.2

0% 20% 40% 60% 80%

家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止するための教育を行うこと

学校等で児童・生徒に対し、暴力を防止するための教育を行うこと

地域で、暴力を防止するための研修会・イベンドなどを行うこと

メディアを活用して、広報・啓発活動を積極的に行うこと

被害者が早期に相談できるよう、相談窓口の周知を行うこと

被害者を発見しやすい立場にある警察や医療関係者などに対し、研修や

啓発を行うこと

暴力をふるった者に対し、二度と繰り返さないための教育を行うこと

加害者への罰則を強化すること

暴力を助長するおそれがある情報（雑誌、コンピューターソフト等）を

取り締まること

その他

無回答
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(１) 相談内容の的確な把握と支援の質の向上 

ＤＶに関して適切な相談支援が図られるよう、相談員の資質向上や二次被害を防止するための

認識を高めます。 

 

番号 取  組 担 当 課 

５ 相談員の資質向上 
庶務課 

関係各課 

６ 二次被害の防止 
庶務課 

関係各課 

 

(２) 関係機関とのネットワークの構築 

ＤＶ防止と被害者支援の施策を推進していくため、国、県及び市の関係機関や民間団体との連

携を進めます。 

 

番号 取  組 担 当 課 

７ 庁内関係各課との連携 
庶務課 

関係各課 

８ 関係機関等との連携 
庶務課 

関係各課 
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施策の柱Ⅴ-３ ＤＶ被害対策の充実・強化 
 

■現状と課題 

〇ＤＶ被害には、身の危険を感じた被害者を適切に保護し、安全確保を図ることが極めて重要に

なります。また、被害者が自立し、安心して暮らしていくためには、生活基盤を整える支援が求

められます。 

〇本市では、被害者の意思に基づき、一時保護施設との連携のもと、緊急一時保護を実施していま

す。今後も、関係機関が相互に連携を図りながら、被害者の保護及び自立を円滑かつ適切に行え

るよう体制の整備に努めることが必要です。 

 

 

(１) 被害者の安全確保と緊急避難の拡充 

緊急の場合には、被害者やその同伴家族の身の安全を確保し、必要な支援を受けることのでき

る体制の充実に努めます。 

 

番号 取  組 担 当 課 

９ 緊急時の安全確保と対応 
庶務課 

関係各課 

１０ 被害者等に関する個人情報の適切な保護 関係各課 

 

 

(２) 自立のための支援体制の充実 

被害者の立場に立った自立支援の強化に向け、必要な情報提供や支援に取り組みます。 

 

番号 取  組 担 当 課 

１１ 被害者に対する適切な情報提供と支援の実施 
庶務課 

関係各課 

１２ 関連する法制度の適切な運用 
庶務課 

関係各課 
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第４章 プランの推進 

１ プランの周知 
本プランは、市民、行政などが一体となって協働で取り組んでいくものとなります。 

そのため、市の広報やホームページ、プランの概要版の配布などを通して、プランの周知を図り

ます。 
 

２ 庁内推進体制等の整備・充実 
関連各所管が男女共同参画社会の実現に向けた事業の整備・充実に努めて、本プランの内容を

推進するほか、全庁的な取組として「蓮田市男女共同参画行政推進会議」を置き、計画の推進を図

ります。 
 

３ プランの進行管理 
本プランの着実な推進を図るため、「蓮田市男女共同参画行政推進会議」において進捗状況の点

検・評価を行うとともに、ＰＤＣＡサイクルによる計画の推進を図ります。 

ＰＤＣＡサイクルとは、マネジメントサイクルの一つで、計画（Ｐｌａｎ）を立て、それを実行

（Ｄｏ）し、実行の結果を評価（Ｃｈｅｃｋ）して、更に計画の見直し（Ａｃｔｉｏｎ）を行う一

連の流れのことであり、本プランに位置付けた施策の進捗状況を管理し、計画の目標達成に向け

た実効性を確保します。 

 

 

■ＰＤＣＡサイクルの図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄｏ 

実行 

Ａｃｔｉｏｎ 

見直し 
Ｃｈｅｃｋ 

評価 

Ｐｌａｎ 
計画 

見直そう 

庁内会議に報告し、各施策へ反映 

はすだ男女共生プランの策定 

やることを考え、決めよう 

確かめよう 

蓮田市男女共同参画行政会議による 

進捗状況の確認 

 

 

市民、行政が一体となった取組 

やってみよう 
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用語集 
 

－英字－ 

■ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

一般的には、「配偶者や恋人など綿密な関係にある、又はあった者からふるわれる暴力」のこと

を示すとされている。「暴力」とは、身体に対する暴力又はこれに準ずる有害な影響を及ぼす言動

を指している。 

 

■ＤＶ防止法（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律）） 

または配偶者暴力防止法という。配偶者等からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体

制を整備し、配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための法律。 

 

■ＬＧＢＴＱ（エルジービーティーキュー） 

性的マイノリティを表す言葉の一つで、レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バ

イセクシュアル（性的指向が男性と女性のどちらにも向く人）、トランスジェンダー（心と身体の

性が一致しない人）、クエスチョニング（自分自身の性のあり方を決められない、分からない、決

めない等の人）、クィア（規範的ではないとされる性のあり方を包括的にあらわす言葉）の頭文字

をとった言葉のこと。 

 

■Ｍ字カーブ 

女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化した際に現れる、アルファベットの「М」の形に似た曲

線のことで、結婚や出産を機に一旦離職し、子育てが一段落したら再び働きだす日本の就業状況

の特徴を表す用語。 

 

 

－あ行－ 

■アンコンシャス・バイアス 

無意識の思い込み・根拠のない思い込み・先入観などを意味する言葉。 

 

■育児・介護休業法（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律） 

育児や家族の介護を行っている労働者について、職業生活と家庭生活の両立を支援する法律。 

 

■育児休業 

１～３歳未満の幼児を養育している労働者が、職場での身分や地位を失わないで一定期間休業

ないし勤務時間の短縮により育児に専念できる制度。この制度は、性別にかかわらず利用できる。  
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－か行－ 

■介護休業 

介護を必要とする家族をもつ労働者が、介護のために一定期間休暇をとることを保障する制度。

この制度は性別にかかわらず利用できる。 

 

■固定的な性別役割分担意識 

性の違いによって、家庭、職場等あらゆる生活の場面で分担する領域が異なっているとする固

定観念のことをいう。一般的には「男は仕事、女は家庭」というように、男性と女性は初めからそ

の役割が異なっている、というような性別による役割付けを肯定する考え方。 

 

 

－さ行－ 

■ジェンダー 

人間には生まれついての生物学的性別（セックス／Ｓｅｘ）がある一方、社会通念や慣習の中に

は、社会によって作り上げられた「男性像」「女性像」があり、このような男性、女性の性別を「社

会的性別」（ジェンダー／Ｇｅｎｄｅｒ）という。 

 

■女子差別撤廃条約 

日本は１９８５年（昭和６０年）に批准した条約であり、女子に対する差別を定義し、政治的及

び公的活動、教育、雇用、保健、家族関係等あらゆる分野での男女の平等を規定している。 

 

■女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律） 

２０１５年（平成２７年）に成立した法律であり、働く場において活躍したいと希望する女性

が、その個性と能力に応じて活躍できるような環境を整備することを目的とする。 

 

■女性支援新法（困難な問題を抱える女性への支援に関する法律） 

２０２４年（令和６年）に施行された法律であり、日常生活または社会生活において、女性であ

ることにより様々な困難な問題に直面することが多いことから、困難な問題を抱える女性の福祉

の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進し、人権が尊重され、女

性が安心して自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。 

 

■女性２０００年会議 

２０００年（平成１２年）６月、ニューヨークの国連本部で開催された。会議では１９９５年

（平成７年）の第４回世界女性会議で採択された「行動綱領」の実施状況の評価と、新たにとるべ

き行動とイニシアティブについて討議された。  
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■女性のエンパワーメント 

女性が本来持っているが発揮できていなかった力（パワー）をつけること。力とは、自己決定能

力や法的な力、経済力、政治的な力等、一人ひとりが力をつけることにより、グループ全体の力を

高めていくような能力を意味する。 

 

■ストーカー規制法（ストーカー行為等の規制等に関する法律） 

「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」を繰り返すストーカー行為者に警告を与えたり、

悪質な場合は逮捕することで被害を受けている方を守る法律。 

 

■政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 

２０１８年（平成３０年）に成立した法律であり、政治分野における男女共同参画を推進するた

め、政党等に衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数が均等になるよう努

力義務を位置付けている。 

 

■世界行動計画 

すべての国連加盟国政府および、マスメディア、労働組合、学校等に対し、従来の固定観念の洗

い直しを要求し、性別役割分業の社会通念打破を目的とする。 

 

■セクシュアル・ハラスメント（セクハラ） 

性的嫌がらせ。相手の意に反した性的な言動で、身体への不必要な接触、性的関係の強要、性的

うわさの流布、衆目へ触れる場所へのわいせつな写真などの掲示など、様々な形態のものが含ま

れる。 

 

 

－た行－ 

■ダイバーシティ 

「多様性」のこと。性別や国籍、年齢などにかかわりなく、多様な個性が力を発揮し、共存でき

る社旗のことをダイバーシティ社会という。 

 

■多文化共生 

国籍や民族等の異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、対等な関係を築きながら地域社

会の構成員として共に生きていくこと。 
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■男女共同参画社会 

男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参

画する機会が確保され、もって男女が均等に、政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受する

ことができ、かつ、共に責任を担うべき社会。 

 

■男女共同参画社会基本法 

１９９９年（平成１１年）６月２３日公布・施行され、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計

画的に推進することを目的に、基本理念、国・地方公共団体の責務を明らかにするとともに、男女

共同参画社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めた法律。 

 

■男女雇用機会均等法 

１９８５年（昭和６０年）に制定された法律であり、その後の法改正によって、性別による差別

禁止、職場のセクシュアル・ハラスメント防止、妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由とした不

利益な取扱いの禁止、間接差別の禁止、ポジティブ・アクションの促進などが定められている。２

０１６年（平成２８年）の改正法では、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益な

取扱いの防止措置の義務化が定められている。 

 

■デートＤＶ 

恋人や交際相手などの親密な関係にある者（配偶者は除く）による心とからだへの暴力のこと。 

 

 

－は行－ 

 

■ハラスメント 

職場において、相手方に不快感もしくは不利益を与えたり、脅威を与えたり職場環境を悪化さ

せたりすることをいう。ハラスメントは３０種類程度あり、代表的なハラスメントとして、セクシ

ュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、モラル・ハラスメント、妊娠・出産・育児休業等

に関するマタニティ・ハラスメントなどがある。 

  



資料 

52 

■パワー・ハラスメント（パワハラ） 

権力や地位を利用した嫌がらせ。会社などで職権などの権力差（パワー）を背景にし、本来の業

務の範疇を超えて継続的に、人格と尊厳を傷つける言動を行い、就労者の働く環境を悪化させる、

あるいは雇用不安を与える行為を指す。 

 

■フレックスタイム制 

労働者自身が一定の定められた時間帯の中で、始業及び終業の時刻を決定することができる変

形労働時間制の一つをいう。具体的には、一日の労働時間帯を、必ず勤務しなければならない時間

（コアタイム）と、その時間帯の中であればいつ出退勤してもよい時間帯（フレキシブルタイム）

とに分けて実施するのが一般的。 

 

■ポジティブ・アクション（積極的格差是正措置） 

男女間の格差を是正するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、必要な機会

を積極的に提供すること。取組例としては、女性を優先して採用・昇進・昇格する、人事考課基準、

昇進・昇格基準などを明確に定める、出産や育児による休業がハンディとならないよう制度を見

直す、などがある。 

 

 

－ま行－ 

■モラル・ハラスメント（モラハラ） 

精神的嫌がらせ。言葉や態度、身振りや文書等によって、働く人の人格や尊厳を傷つけたり、肉

体的、精神的に傷を負わせて、その人間が、職場を辞めざるを得ない状況に追い込んだり、職場の

雰囲気を悪くさせること。 

 

 

－ら行－ 

■ライフスタイル 

生活の様式・営み方。また、人生観・価値観・習慣等を含めた個人の生き方を指す。 

 

■ライフステージ 

人間の一生における出生から、就学、就職、結婚、出産、子育て、リタイアなど、人生の節目に

よって生活スタイルが変わることや、これに着目した考え方をいう。 
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■リスキリング 

職業能力の再開発、再教育のこと。 

 

■リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康・権利） 

リプロダクティブ・ヘルスは、人間の生殖システム及びその機能と活動過程のすべての側面に

おいて、単に疾病、障害がないというばかりでなく、身体的、精神的、社会的に、完全に良好な状

態にあること。したがって、リプロダクティブ・ヘルスは、人々が安全で満ち足りた性生活を営む

ことができ、生殖能力を持ち、子供を持つか持たないか、いつ持つか、何人持つかを決める自由を

もつことを意味する。 

リプロダクティブ・ライツは、国内法・国際法及び国連での合意に基づいた人権の一つで、すべ

てのカップルと個人が、自分たちの子供の数、出産間隔、出産する時期を自由かつ責任をもって決

定でき、そのための情報と手段を得ることができるという基本的権利、ならびに最高水準の性に

関する健康及びリプロダクティブ・ヘルスを享受する権利のこと。 

 

■労働力率 

就業者と完全失業者数とを合わせた労働力人口が、１５歳以上の人口（労働力状況「不詳」を除

く。）に占める割合。（＝労働力人口÷１５歳以上の人口（労働力状況「不詳」を除く。）×１００） 

 

 

－わ行－ 

■ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 

やりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方、子育てや介護、地域や自己啓

発などとのバランスを取りながら健康で豊な生活を目指すこと。 
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